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●発行・編集●

岡谷市社会福祉協議会
〒 394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50
☎ 24-2121
蕭 24-3555

＊
ホームページアドレス

www.okaya-shakyo.or.jp
＊

メールアドレス
info@okaya-shakyo.or.jp

みんなで築く
　みんなの福祉
　　みんなの未

（あした）

来

スローガン

「第 2次地域福祉活動計画」の策定

◉  地域福祉活動計画策定委員会設置
◉  住民アンケートの実施、関係団体・当事者
等との懇談会

地区社会福祉協議会の充実と活動の推進

◆�地区社会福祉協議会の組織基盤体制強化の支援
◆�地区社会福祉協議会の事業の支援
◆�岡谷市地区社会福祉協議会会長会との連携強化
◆�地区社会福祉協議会役員研修会の開催

社会福祉協議会基盤整備

◆�岡谷市地域福祉サービス事業推進による基
盤強化
◆�ボランティアセンターの機能強化
◆�自主財源の確保（会費の増強･福祉基金の充実）
◉  会費並びに福祉基金のあり方についての検討 新

　会費の増収対策・福祉基金の細分化
◉  不要入れ歯リサイクル事業

岡谷市ボランティアセンター事業

◆�啓発活動の推進
◉  ボランティア祭りの開催
◆�養成研修活動推進事業
◉  社会福祉推進校事業の推進
◉  ボランティア活動体験事業（サマーちゃれんじ）
◉  市民対象車いす・高齢者擬似体験学習会
◉  朗読ボランティア養成講座
◉  手話奉仕員フォローアップ講座
◉  退職者世代ボランティア講座
◉  こども福祉教室
◉  企業ボランティア活動振興事業
◉  初級点字講座
◉  ボランティアグループに対する地域福祉活
動振興補助事業
◆�ボランティア登録・斡旋 ･相談事業

◆�基盤強化事業
◉  おかやボランティア連絡協議会との連携、強化
◆�災害援助活動体制づくり

岡谷市地域福祉サービス事業

◆�地域サポートセンター設置促進体制整備事業
◉  サポートセンター充実及び設置促進研修会
の開催
　対象者 ･･･ 地域福祉に関わる役職者
◉  地域サポートセンター設置及び事業・活動
に対する地域福祉活動振興補助事業
◆�意識啓発推進事業
◉  岡谷市社会福祉大会の開催
◉  社協だより「ゆめ」の発行
◉  ホームページによる情報掲載
◉  各種情報 ･資料の収集、提供
◆�生きがいづくり推進事業
◉  生きがいデイサービス事業
◆�ふれあい ･助け合い・支えあいの福祉のま
ちづくり推進事業

◉  ふれあいの仲間作り事業（会食会･昼食会）
◉  青少年ふれあい育成、高齢者と児童の交流事業
◉  ふれあいいきいきサロン事業
◉  家庭介護者の集い事業
◉  支えあい、助け合い事業
◉  自家用自動車有償貸渡事業
　（車いす移送車レンタカー事業）
◉  自家用自動車有償運送事業
　（車いす移送車有償運送事業）
◉  車いすの貸与事業（介護保険適用外）
◆�小地域福祉ネットワークづくり推進事業
◉  地区社協福祉ニーズ把握ネットワーク事業
　（市内各町内に福祉推進員を設置）
◉  安否確認（目配り ･気配り）事業
◉  地区地域福祉推進会議・福祉懇談会
◉  友愛訪問 ･地区社協だよりの拡充
◆�有償在宅福祉サービス事業（家事援助）

平成21年度岡谷市社会福祉協議会 主な事業

岡谷市社会福祉協議会では、行政と連携し市民のみなさんのご参加の
もとに各種事業を展開し、誰もが安心して暮らすことのできる福祉の
地域づくりを進めます。
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指定管理者指定事業

◆�おかや総合福祉センター管理経営事業、温泉施設・
　生涯学習施設貸し館業務等
◆�岡谷市通園訓練施設「まゆみ園」の管理経営事業
◉  通園訓練の実施

市委託事業の受託

◆�ホームヘルプサービス事業
◉  重症化予防生活支援サービス
　（介護保険要支援以上対象）
◆�産後ママサポート事業
◆�育児ファミリー・サポート・センター事業 新

◆�生きがいデイサービス事業
◆�障害者社会参加促進事業
◉  手話通訳事業
◉  手話 ･要約筆記通訳者派遣事業 新

◉  手話奉仕員養成事業
◉  要約筆記奉仕員養成事業
◉  声の広報発行事業
◉  障害者 IT 講習事業
◉  生活訓練事業
◉  芸術・文化講座開催事業
◉  スポーツ教室開催事業
◉  スポーツ大会開催事業
◉  福祉機器リサイクル事業
◉  障害者余暇活動支援事業

支援相談事業

◆�各種相談窓口の開設
◉  心配ごと相談（週 5日）
◉  結婚相談
　（第 1・3土曜日　第 2・4木曜日　毎週火曜日）改
◉  ボランティア総合相談
◉  家庭介護相談
◉  金銭管理、財産保全相談
◆�ハートリーフ事業
◆�結婚相談登録者広報事業
◆�低所得世帯、障害者世帯への福祉資金貸付事業
◆�日常生活自立支援事業（福祉サービス利用支援・金銭
管理等）
◆�金銭管理、財産保全サービス事業
◆�苦情解決の対応

岡谷市障害者福祉推進実行委員会による
障害者福祉推進

◉  福祉バザー、ふれあいの集い、ふれあい祭り、生活訓
練、スポーツ教室、スポーツ大会等

高齢者の社会参加促進事業の推進の協力

◉  体育大会、芸能祭、作品展等

介護保険関連指定事業

◆�居宅介護支援事業所（ケアプラン作成）
◆�訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）
◉  訪問介護事業
◉  介護予防訪問介護事業
◉  障害者自立支援給付事業
◉  実費利用支援サービス事業

赤い羽根共同募金配分事業

◆�地区社協の実施事業（ふれあい、助け合い、支えあい
事業）への助成（再掲）
◆�社協だより「ゆめ」の発行（再掲）
◆�岡谷市社会福祉大会開催（再掲）
◆�社会福祉推進校事業（再掲）
◆�ボランティアグループに対する地域福祉活動振興補助
事業（再掲）
◆�母子寡婦対策事業への助成（再掲）
◆�地区主催「敬老事業」への助成
◆�児童遊園地の新設、遊具等の整備に関する助成
◆�罹災者に対する見舞い事業
◆�市内民間福祉施設激励事業
◆�ふれあいいきいきサロン事業（再掲）
◆�各種福祉団体等への助成

その他社会福祉推進事業

◆�母子寡婦対策事業の援護活動
◆�戦没者等家族に対する見舞い
◆�罹災者に対する見舞い、交通災害遺児への激励事業
◆�諏訪ブロック社会福祉協議会事業推進
◆�各種福祉に関する集会、大会への参加支援
◆�生活改善事業への協力
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平成21年5月1日より
結婚相談所の相談日が変わりました！！

　 結婚相談所では、相談日を毎週水曜日から毎週火曜日に変更しました。
また、昼間、都合がつかない方や、働いている方が仕事帰りに気軽に相談できるように、
第2・4木曜日（午後6時～9時）も相談日としました。（第1・3土曜日は変更ありません）

結婚相談所では、登録 ･受付を行っています。
（登録については、ご本人が来所ください。6ヶ月以内に撮った写真をお持ちください）
気に入った方がいれば、お見合いもします。お気軽に、ご相談、お問合せください。

問合せ▶ 市 社 協　　月～金　午前8時30分～午後5時30分　　TEL24－ 2121

相 談 日 時　　間 場　　所 連　絡　先
火曜日 午前10時～午後4時

諏訪湖ハイツ
３１２相談室

市社協　　　　TEL24－ 2121

第 1・3土曜日 午前10時～午後4時 諏訪湖ハイツ　TEL24－ 2290
（内線3112）

（080－ 5143－ 3202）第2・4木曜日 午後6時～午後9時　

～申込み ･問合せ～
岡谷市育児ファミリー・
サポート・センター
事務局（市社協）
TEL ２４－２１２１
FAX２４－３５５５
Eメール
info@okaya-shakyo.or.jp

　会員同志が相互援助で子育てを支えあう「岡谷市育児ファミリー・サポート・センター事業」が新年度から
スタートしました。
　ほんのちょっとでも子どもをみていただければ助かると思っている方（依頼会員）、今までの子育ての経験を
活かして手助けをしてくださる方（提供会員）を随時募集しています。

報酬は、依頼会員が提供会員に直
接支払います。
交通費・食事代（ミルク・おやつ）
等は実費。

報酬の基準

利用時間 1人 2人（兄弟） 3人（兄弟）

個人
月～土 7時～ 19 時 600 円/ｈ 　900 円/ｈ 1200 円/ｈ

上記以外および日曜・祝祭日 700 円/ｈ 1050 円/ｈ 1400 円/ｈ

〈主な内容〉
　・�保育施設等の開始前や終了後に児童を預かったり送迎をします。
　・�学童保育終了後や学校放課後の児童を預かります。
　・�児童が軽度の病気の場合臨時的・突発的に児童を預かります。
　・�仕事で残業、病院、美容院、買い物に行くなど一時的に育児が
できない場合に児童を預かります。
　　＊預かる場所は原則として提供会員の家庭です。
　　＊原則として宿泊は行いません。

〈条件等〉
　・�児童の対象年齢は生後3ヶ月から概ね12歳ま
でです。

　・�提供会員の資格は問いません。
　・�入会費用は必要なく、保険は岡谷市社会福祉
協議会が負担して加入します。

　・�両方への会員登録が可能です。
　・�複数預かりも可能です。（要相談）

岡谷市育児ファミリー・サポート・センター事業

依頼会員・提供会員　募集中！！
岡谷市育児ファミリー・サポート・センター事業

依頼会員・提供会員　募集中！！

サービスのしくみ

依頼会員

子育ての
手助けが
必要な方

提供会員

子育ての手
助けをして
くださる方

育児ファミリー・　
サポート・センター

①利用申込

②連絡 ･調整

③サービス提供依頼

⑥活動記録報告

④サービス提供

⑤報酬等支払い・活動記録確認


